
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　抄紙機に用いられる、 第１の室（１８
）内の液体の上方のガス圧（ｐ１ ）と、第２の室（２０）内の液体の上方のガス圧（ｐ２

）との圧力差の作用を利用して、液体を第１の室（１８）における第１のレベルから管路
（３２；３２′）によって第２の室（２０）における、より高い第２のレベルにまで搬送
するための装置において、前記管路（３２；３２′）を通る流体の流れを制御するための
絞り弁（２８；２８′）が設けられており、

抄紙機に用いられる、
液体を第１のレベルから、より高い第２のレベルにまで搬送するための装置。
【請求項２】
　前記管路（３２；３２′）が、直接に第２の室（２０）に開口しており、第２の室（２
０）に流入するガス通流量または第２の室（２０）から流出するガス通流量がセンサ（２
４）によって検出されるようになっており、該センサ（２４）が、作動部材（２６）を介
して前記絞り弁（２８；２８′）に結合されている、請求項１記載の装置。
【請求項３】
　前記管路（３２；３２′）が、第２の室（２０）に設けられた浮力体（４６；４６′）
に開口しており、該浮力該（４６；４６′）が、少なくとも部分的に第２の室（２０）の
液体に浸漬されており、該浮力体（４６；４６′）の浮力により前記絞り弁（２８；２８
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特にローラ（１２）から液体を吸い出すために、

該絞り弁（２８；２８′）は、前記管路（３
２；３２′）を通るガス流に関連して、前記管路（３２；３２′）を通るガス流の増大時
に流体の流れが絞られるように制御されていることを特徴とする、



′）が制御される、請求項１または２記載の装置。
【請求項４】
　第２の室（２０）内の液面（３６；３６′）の高さを一定に保持するための装置（５１
）が設けられている、請求項３記載の装置。
【請求項５】
　前記浮力体（４６；４６′）が、下方に向かって開いた鐘形の浮力体として形成されて
おり、該浮力体の上端部が、通気ノズル（４４）を有している、請求項３または４記載の
装置。
【請求項６】
　前記絞り弁（２８）が、前記管路（３２）に沿って摺動可能なスライドスリーブ（５２
）を有しており、該スライドスリーブ（５２）を介して、前記管路（３２）の流出開口（
４８）が、少なくとも部分的に閉鎖可能である、請求項１から５までのいずれか１項記載
の装置。
【請求項７】
　前記スライドスリーブ（５２）が、前記管路（３２）に沿って鉛直方向で摺動可能に配
置されていて、前記浮力体（４６）に固く結合されている、請求項６記載の装置。
【請求項８】
　前記管路（３２′）が、管として形成されており、該管が、第１のレベルに設けられた
少なくとも１つの流入開口（７６）と、第２のレベルに設けられた少なくとも１つの流出
開口（４８′）とを有しており、前記絞り弁（２８′）が、前記管内に案内されたピスト
ン（７４）を有しており、該ピストン（７４）によって前記流入開口（７６）が少なくと
も部分的に閉鎖可能であり、前記ピストン（７４）が、ピストンロッド（７２）の下端部
に固定されており、該ピストンロッド（７２）が、前記管の上端部に摺動可能に案内され
ており、ピストンロッド（７２）の上端部が、前記浮力体（４６′）に固く結合されてい
る、請求項３から５までのいずれか１項記載の装置。
【請求項９】
　小さな浮力では前記絞り弁（２８，２８′）が十分に開かれているように前記浮力体（
４６，４６′）がばね（８２）によってプレロードをかけられている、請求項３から８ま
でのいずれか１項記載の装置。
【請求項１０】
　前記浮力体（４６，４６′）の上側の終端位置と下側の終端位置とを制限するための上
側のストッパ（６８，８６）と下側のストッパ（７０，８４）とが設けられている、請求
項３から９までのいずれか１項記載の装置。
【請求項１１】
　規定の圧力が超えられると開く圧力制御弁（９４）を介して、前記管路（３２）が前記
絞り弁（２８′）を迂回して直接に第２の室（２０）に接続されている、請求項１から１
０までのいずれか１項記載の装置。
【請求項１２】
　ローラから液体を吸い出すための多数の管路（３２；３２′）を有する、抄紙機に用い
られるローラにおいて、各管路（３２；３２′）が、請求項１から１０までのいずれか１
項記載の装置を有していることを特徴とする、抄紙機に用いられるローラ。
【請求項１３】
　第１のレベルに位置する液体の上方のガス圧（ｐ１ ）と、第２のレベルに位置する液体
の上方のガス圧（ｐ２ ）との圧力差の作用を利用して、液体を第１のレベルから管路（３
２；３２′）によって、より高い第２のレベルにまで搬送するための方法において、前記
管路（３２；３２′）を通って流れるガス量が増大すると、前記管路（３２；３２′）を
通る流体の流れを絞ることを特徴とする、液体を第１のレベルから、より高い第２のレベ
ルにまで搬送するための方法。
【請求項１４】
　搬送される液体の質量と、搬送のために使用されるガス量との間の割合が、約１：１０
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～約１０：１の範囲にある、請求項１３記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、抄紙機に用いられる、特にローラから液体を吸い出すために、第１の室内の液
体の上方のガス圧と、第２の室内の液体の上方のガス圧との圧力差の作用を利用して、液
体を第１の室における第１のレベルから管路によって第２の室における第２の、より高い
レベルにまで搬送するための装置および方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
このような装置およびこのような方法は、ドイツ連邦共和国特許出願公開第４４０１５８
２号明細書に基づき公知である。この公知の装置では、第１のレベルから、より高い第２
のレベルへの液体搬送が、第１の室（流入室）と第２の室（流出室）との間のガス圧差を
利用して行われる。不安定な流れ特性や脈動を回避し、かつ第１のレベルから第２のレベ
ルに通じた接続管路内のガス量をできるだけ少なくするために、液体を吸い込むための吸
込管路にはガス分離器が配置されている。このガス分離器からは、液体が別の管路によっ
て第２のレベルにまで引き続き搬送される。
【０００３】
この公知の装置はたしかに、比較的低い粘度を有する液体では満足に作動するが、しかし
高い粘度を有する液体または比較的強い気泡形成傾向の場合には、もやは十分な機能が保
証されていないことが判った。この場合には、一般的にガス圧差を利用して液体を流入部
から、より高いレベルに位置する流出部へ搬送する際に生じる問題と同じ問題が生ぜしめ
られる。すなわち、液体と共に一般にある程度の量のガス量が搬送されてしまう。ガスが
液体と共に管路を通って流れるやいなや、非定常の流れ特性が生じる。ガスの割合が増大
すればするほど、搬送される液体の通過量はますます増大する。なぜならば、このガスが
液体を連行するからである。しかし流入室では無制限の量のガスが提供されているわけで
はないので、流入室では圧力がすぐに低下する。その結果、圧力差が存在しなくなること
に基づき、もはや液体搬送は行われなくなる。これにより、流入室内の液体量は再び増大
し、その結果、再び十分に大きな圧力差が提供され、これにより液体は管路を通じて吸い
出される。したがって、吸込管路にガス分離器が配置されているにもかかわらず、望まし
くない脈動や不安定な流れ特性が生じる。さらに、複数の吸込管が平行に配置されている
場合でも、液体が吸込管入口に供給される限り、常時全ての吸込管が液体を搬送すること
は、もはや保証されていない。
【０００４】
このような問題は抄紙機の多数の構成部分において、たとえば抄紙機の乾燥シリンダまた
はシュー型プレスにおいて生じる。乾燥シリンダでは、サイホンを用いて凝縮物がシリン
ダ内室から外部へ導出されなければならない。シュー型プレスでは、プレス外套が、静圧
的に（ｈｙｄｒｏｓｔａｔｉｓｃｈ）押圧されたプレスシューを介して液膜に沿って、動
圧的な（ｈｙｄｒｏｄｙｎａｍｉｓｃｈ）潤滑くさび（オイルウエッジ）上を回転する。
この場合、潤滑膜を安定的に維持するためには、過剰の潤滑剤がプレスシューの周囲から
吸い出されて、再び新しい潤滑剤が別の個所で供給されなければならない。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の課題は、液体の連続的な搬送が保証されて、安定的な流れ特性が生ぜしめられ、
脈動をほとんど有しない搬送が得られるような、抄紙機に用いられる、ガス圧差を利用し
て液体を第１の室内の第１のレベルから管路によって、より高い第２のレベルにまで搬送
するための装置および方法を提供することである。この場合、搬送のために必要となるガ
ス容量はできるだけ少なく保持されることが望ましい。さらに、液体の状態変化に対する
できだけ大きな安定性が得られることが望ましい。特に、搬送を行うために消費されるガ
ス量とほぼ同じ量またはそれどころかガス量よりも大きな量の液体が搬送される場合でも
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、信頼性の良い作業が保証されることが望ましい。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
この課題を解決するために本発明の装置の構成では、前記管路を通る流体の流れを制御す
るための絞り弁が設けられており、該絞り弁が、前記管路を通るガス流の増大時に流体の
流れを絞るために制御されているようにした。
【０００７】
さらに上記課題を解決するために本発明の方法の構成では、前記管路を通って流れるガス
量が増大すると、前記管路を通る流体の流れを絞るようにした。
【０００８】
【発明の効果】
本発明によれば次のような利点が得られる。すなわち、第１の室から吸い出された流体の
流れにおいてガス量が増大するときには常に、搬送される流体量が吸込用の管路によって
絞られるようになる。管路内のガス量が増大すると、吸い出される液体の量は連行効果に
基づき全体的に著しく増大するので、絞りによりこの連行効果が阻止される。これにより
、吸い出される液体量は定常の、安定的な値に制御されるようになる。この手段は高い粘
度の液体の場合または比較的強い気泡形成傾向の場合でも、極めて信頼性良く機能する。
なぜならば、導出される液体量を制御するために、慣用の形式の装置における不均一な導
出の原因となっていた基準量、つまり第１の室から第２の室へ搬送されるガス量が直接に
利用されるからである。
【０００９】
本発明の特別な利点は、液体をより高いレベルにまで搬送するために比較的少量のガス量
しか必要とならないことにある。搬送される液体と、使用されるガス容量との質量割合は
約１：１０～約１０：１の範囲にあると有利である。この場合、約１：１の割合が目標と
される。
【００１０】
本発明の装置の有利な構成では、第１の室または第２の室に、ガス通流量を検出するセン
サが配置されている。検出されたガス通流量に関連して、第１の室から第２の室に通じた
管路に設けられた絞り弁を作動部材により制御することができる。この場合、ガス通流量
が増大すると、管路を通る流体の流れは絞られる。当然ながら、センサは、導出される流
体中のガス量の増大時に絞り弁の絞りを実施するために別の作動量を検出することもでき
る。すなわち、たとえばガス通流量の代わりに、最も簡単な事例では、単に第１の室と第
２の室との間の圧力差を検出することもできる。また、作動部材の種々様々な構成も考え
られる。
【００１１】
本発明の装置の別の有利な構成では、管路が第２の室に設けられた浮力体に開口しており
、この浮力体は少なくとも部分的に第２の室内の液体に浸漬されており、この浮力体の浮
力により前記絞り弁が制御される。
【００１２】
こうして、絞り弁の特に簡単な制御が得られる。なぜならば、当然ながら前記管路を通じ
て浮力体内部に搬送されるガス量に関連している、浮力体の浮力を、絞り弁の調節のため
に直接に利用することができるので、別個の作動部材を不要にすることができるからであ
る。
【００１３】
浮力体が少なくとも部分的に浸漬された、第２の室内の液面の高さを一定に保持するか、
またはほぼ一定に保持することは、絞り弁の制御を機能させるためには必ずしも必要であ
るとは限らないが、しかし本発明のさらに別の有利な構成では、第２の室内の液面の高さ
を一定に保持するための装置が設けられている。
【００１４】
こうして、絞り弁の、さらに均一でかつ外部変動とは全く無関係な制御を達成することが
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できる。最も単純な事例では、液面の高さを一定に保持するための装置は、オーバフロー
堰またはこれに類するものから成っていてよい。その他にも、液面の高さを一定に保持す
るためには当然ながら別の手段が考えられる。たとえば、互いに連通した管の連通管原理
に基づき機能するオーバフロー手段またはレベルセンサを用いて液面の高さを一定に保持
するための装置が考えられる。この場合、このレベルセンサを介して対応する流出弁が開
閉される。
【００１５】
本発明の装置のさらに別の有利な構成では、前記浮力体が、下方に向かって開いた鐘形の
浮力体として形成されており、該浮力体の上端部が通気ノズルを有している。
【００１６】
こうして、浮力体の特に簡単な構成が得られる。専ら液体だけが前記管路を通じて搬送さ
れると、液体は鐘形の浮力体の下端部で流出し、この鐘形の浮力体は浮力を発生させるこ
とができない。なぜならば、鐘形体内部にガス量が溜まらないからである。連行された、
極めて少量のガス量は通気ノズルを通じて直接に外部へ流出する。したがって、浮力体は
その固有重量に基づき下方に向かって降下し、これにより絞り弁は開かれた状態のままと
なる。前記管路を通じて搬送される流体の流れのガス量が増大すると、より大きなガス量
が鐘形の浮力体に流入する。このガス量は通気ノズルを介して直ちに上方へ逃出すること
ができない。したがって、鐘形の浮力体は封入されたガス量に基づき、上方への浮力を受
ける。この浮力は絞り弁を絞るために利用することができる。前記管路を通る流体の流れ
の絞りに基づき、搬送される流体の流れにおけるガス量が減少すると、鐘形の浮力体の下
に溜まったガス量は徐々に通気ノズルを介して上方へ逃出するので、浮力体の浮力は減衰
し、絞り弁は再び大きく開かれる。
【００１７】
本発明のさらに別の有利な構成では、前記絞り弁が、前記管路に沿って摺動可能なスライ
ドスリーブを有しており、該スライドスリーブを介して、前記管路に設けられた流出開口
が少なくとも部分的に閉鎖可能である。
【００１８】
こうして、絞り弁の特に単純な構成が得られる。
【００１９】
上記構成の付加的な改良形では、前記スライドスリーブが、前記管路に沿って鉛直方向で
摺動可能に配置されていて、前記浮力体に固く結合されている。
【００２０】
このような組合せに基づき、絞り弁の特に簡単な制御が得られ、これにより浮力が小さい
場合または浮力が存在していない場合に流出開口が開かれるか、または浮力の増大時に流
出開口が減小させられて、前記管路を通る流体の流れが絞られる。
【００２１】
本発明のさらに別の有利な構成では、前記管路が、管として形成されており、該管が、第
１のレベルに設けられた少なくとも１つの流入開口と、第２のレベルに設けられた少なく
とも１つの流出開口とを有しており、前記絞り弁が、前記管内に案内されたピストンを有
しており、該ピストンによって前記流入開口が少なくとも部分的に閉鎖可能であり、前記
ピストンが、ピストンロッドの下端部に固定されており、該ピストンロッドが、前記管の
上端部に摺動可能に案内されており、ピストンロッドの上端部が、前記浮力体に固く結合
されている。
【００２２】
この場合にもやはり、ガス通流量の増大時に絞り弁によって通流を減小させるために、浮
力体の浮力が利用される。しかし前で述べた構成とは異なり、この構成では前記管路の流
入部で制御が行われる。すなわち、浮力の増大時に少なくとも１つの流入開口がピストン
によって減小させられる。このためには、浮力体がピストンロッドを介してピストンに固
く結合されている。前記管路を通るガス流が増大し、ひいては浮力体の浮力が増大すると
、前記流入開口はピストンを介して減小させられ、これにより流体の流れは絞られる。
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【００２３】
本発明のさらに別の有利な構成では、小さな浮力では前記絞り弁が十分に開かれているよ
うに前記浮力体がばねによってプレロード、つまり予負荷をかけられている。
【００２４】
この手段により、制御特性線の改善を得ることができる。なぜならば、戻しのために浮力
体の重力だけが利用されるのではなく、ばねのプレロードも利用されるからである。この
プレロードはさらに各使用事例に合わせて調整することができる。この場合、非線状の制
御特性線を形成するために、プログレッシブに作用するばねも可能である。
【００２５】
本発明のさらに別の有利な構成では、前記浮力体の上側の終端位置と下側の終端位置とを
制限するための上側のストッパと下側のストッパとが設けられている。
【００２６】
浮力体の、最初に述べた構成では、つまり前記管路の出口側で制御が行われる構成では、
スライドスリーブのためのストッパとして前記管路に突起を設けるだけで十分である。
【００２７】
しかし、絞り弁の上記第２の構成を使用する場合には、ピストンのための下側のストッパ
として栓体を使用することができる。この栓体は、ピストンが圧力補償開口によって貫通
されている場合には、前記管路の下端部を閉鎖している。上側のストッパとしては、浮力
体のための外部ストッパを使用するか、またはピストンロッドに設けられた突起を使用す
ることができる。この突起でピストンロッドは鉛直な管の上端部に設けられた案内部に当
接する。
【００２８】
本発明の付加的な改良形では、規定の圧力が超えられると開く圧力制御弁を介して、前記
管路が前記絞り弁を迂回して直接に第２の室に接続されている。
【００２９】
このような手段により、極端な運転条件または極端に非定常の過程において付加的な安全
性が得られる。なぜならば、原則的に絞り弁が閉じられている場合でも、前記圧力制御弁
の規定の差圧が超えられた場合には通流が可能となるからである。
【００３０】
ローラ内部から液体を吸い出すための多数の管路を備えているローラの場合では、各管路
が本発明による吸い出し装置に連結されていると有利である。
【００３１】
これにより、均一な吸い出しが保証され、少量のガス使用が確保される。
【００３２】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の実施の形態を図面につき詳しく説明する。
【００３３】
図１には、抄紙機に用いられるシュー型プレスローラ１２が概略的に示されている。この
シュー型プレスローラ１２は公知の形式で、外側の両ジャーナルで支承された支持体（図
示しない）と、プレスシュー１４とを有している。閉じられたプレス外套１６は、このプ
レスシュー１４を介して、動圧的（ｈｙｄｒｏｄｙｎａｍｉｓｃｈ）な潤滑膜に沿って回
転する。プレスシュー１４は図２から良く判るように、押圧エレメント６０を介して静圧
的に（ｈｙｄｒｏｓｔａｔｉｓｃｈ）対応ローラ（図示しない）に押圧され、これにより
、少なくとも１つのフェルトウェブと共にプレスギャップを通って案内される含水紙ウェ
ブが脱水される。
【００３４】
図１では、本発明による装置１０の原理だけを説明する目的で、図面を見易くするために
支持体およびシュー型プレスローラの別の構成部分は図示していない。
【００３５】
プレス外套１６はシュー型プレスローラ１２の端面側で側板６４（図３参照）によってシ
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ールされているので、プレス外套１６によって取り囲まれた第１の室１８または流入室が
形成される。この第１の室１８または流入室の内部には、ガス圧ｐ１ が形成される。
【００３６】
プレスギャップにおける高いプレス力においても、プレス外套１６のための十分な動圧的
な潤滑膜を保証するためには、プレスシュー１４の範囲で多数の開口を介して常時、潤滑
剤が供給されなければならない。図１に矢印１７で示したようにシュー型プレスローラ１
２が逆時計回り方向で回転する場合は、過剰の潤滑剤がプレスシューの左手前の範囲に溜
まる。この過剰潤滑剤は常時、吸い出されなければならないので、管路３２を介して上部
に位置する第２の室２０へ搬送される。この第２の室２０は容器２２によって取り囲まれ
ている。第２の室２０内では、液面３６の上方にガス圧ｐ２ が生ぜしめられる。このガス
圧ｐ２ は、第１の室１８内の液面３４の上方に形成されるガス圧ｐ１ よりも低く形成され
る。過剰潤滑剤は管路３２の下端部に設けられた開口を通じて吸い込まれて、ガス圧差ｐ

１ －ｐ２ に基づき第２の室２０に搬送される。第２の室２０には、センサ２４が配置され
ている。このセンサ２４は、管路３２を介して第２の室２０に流入するガスのガス通流量
もしくは第２の室２０から外部へ導出されたガスの量を検出する。管路３２には、絞り弁
２８が設けられている。この絞り弁２８は、センサ２４によって検出された信号に基づき
、制御導線３０を介して作動部材２６により制御され得る。
【００３７】
常にオイルの全量と、できるだけ少量のガスを第１の室１８から第２の室２０へ搬送する
ことが意図されるので、絞り弁２８は作動部材２６を介して、センサ２４により検出され
た信号に関連して制御され、この場合、センサ２４によって検出されたガス通流量が増大
すると、絞り弁２８によって通流量が減少させられる。逆に、搬送されるガス量が、調節
された値よりも下に低下すると、絞り弁２８は開かれる。これにより、プレスシュー１４
の手前の第１の液面３４は最低レベルに保持されるようになり、また複数の管路３２が平
行に配置されている場合でも、差圧ｐ１ －ｐ２ の減衰は生じ得ない。したがって、管路３
２を通じて、過剰潤滑剤の、十分に層状（ｌａｍｉｎａｒ）の連続的な吸込みが生ぜしめ
られ、このような吸込みは脈動等を有しない。
【００３８】
この場合、搬送された液体と、搬送されたガスとの間の質量割合は約１：１０～１０：１
の範囲にある。ただし、たいていは約１：１の範囲の値が生じるので、液体を、より高い
レベルにまで搬送するために極めて少量のガスしか必要とならない。
【００３９】
図２～図４には、図１に示した実施例に対する変化実施例によるシュー型プレスローラ１
２′が示されている。
【００４０】
図２～図４では、プレス外套１６とプレスシュー１４とに対して付加的に、支持体４２も
概略的に図示されている。この支持体４２の横断面はダブルＴ字形のビームの基本形状を
有している。この支持体４２の上端部と下端部は、回転するプレス外套１６を案内するた
めに円区分状に丸められている。支持体４２は中心ウェブ５８を有しており、この中心ウ
ェブ５８は上側の半部と、下側の半部とを結合している。支持体４２はシュー型プレスロ
ーラ１２′の両端部でジャーナル６２，８８（図４参照）に移行している。両ジャーナル
６２，８８は機械フレームに設けられたボールブシュに支承されていてよい（図示しない
）。支持体４２のジャーナル６２，８８は、それぞれ同軸的な開口もしくはジャーナル孔
５４；９０によって貫通されている。ジャーナル６２；８８には、側板６４も回転軸受け
６６を介して回転可能に支承されている。この回転軸受け６６を介して、プレス外套１６
によって取り囲まれた第１の室１８は端面側でシールされている。
【００４１】
図面で見て支持体４２の中心ウェブ５８の左側に並設された中空室には、容器２２が設け
られている（図２）。この容器２２はシュー型プレスローラ１２′の、図面で見て右側の
、ガイド側のジャーナル８８に対してシールされていて、伝動装置側で支持体４２に密に
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接続されている。潤滑剤を導出するためには、中心ウェブ５８の端部に設けられた切欠き
５６が働く。この切欠き５６によって第２の室２０はジャーナル６２のジャーナル孔５４
に接続されている（図３）。潤滑剤の供給は、両ジャーナル孔５４，９０のいずれか一方
を介して供給管路（図示しない）によって行うことができる。
【００４２】
図２に示したように、管路３２は流入ノズル（図示しない）を備えた下端部３８を有して
いる。この流入ノズルはプレスシュー１４の手前で液体に浸漬されている。管路３２は鉛
直な管として形成されていて、その上端部４０の範囲には、細長いスリットとして形成さ
れた１つまたは複数の流出開口４８を有している。管路３２には、スライドスリーブ５２
が設けられている。このスライドスリーブ５２は流出開口４８の範囲で摺動可能であり、
これにより流出開口４８を開閉することができる。
【００４３】
管路３２の上端部４０の範囲は浮力体４６によって取り囲まれている。この浮力体４６は
下方に向かって開いた鐘形またはポット形の浮力体として形成されていて、ロッド５０を
介してスライドスリーブ５２に固く結合されている。浮力体４６の上端部には、通気ノズ
ル４４が設けられている。この通気ノズル４４により、浮力体４６によって取り囲まれた
室からガスが上方に向かって第２の室２０内へゆっくりと逃出することが可能となる。
【００４４】
浮力体４６と相まった絞り弁２８の作用形式は次の通りである：
たとえばブロワによって維持することのできるガス圧差ｐ１ －ｐ２ に基づき、管路３２の
下端部に設けられた流入ノズルを介して、液体が上方に導出される。スライドスリーブ５
２が浮力体４６の固有重量に基づきその下側の終端位置または下側の終端位置の近傍に位
置していて、これにより流出開口４８が開放される場合には、この液体は流出開口４８を
通じて流出することができる。管路３２によって連行されるガス量が増大して、もはやこ
のガス量が直ちに通気ノズル４４を介して浮力体４６から上方に逃出できなくなると、浮
力体４６の内部に徐々に気泡が溜まり、この気泡により浮力体４６は浮力を受ける。なぜ
ならば、この浮力体は少なくとも部分的に第２の室２０内の液体に浸漬されているからで
ある。この浮力が浮力体４６の固有重量を上回ると、浮力体４６はスライドスリーブ５２
と共に上方に移動し、ひいては流出開口４８を閉鎖し始めるので、管路３２を通る流れは
減じられる。それと同時に、管路３２を通じて搬送されるガス量も減少するので、浮力体
４６内の気泡は通気ノズル４４を介して再び徐々に排気され得る。これにより、浮力は減
衰し、スライドスリーブ５２は再び下方へ移動させられる。
【００４５】
したがって、管路３２を通じて搬送される流体は連行されるガス量に関連して制御される
ようになる。
【００４６】
第２の室２０内での液面３６の高さは、一定に保持されると有利である。このためには、
たとえばオーバフロー堰として働く、図３に示したオーバフロー薄板５１を設けることが
できる。第２の室２０内の液面３６の高さは、浮力体４６が少なくとも部分的に液体に浸
漬されている限りは問題にならない。すなわち、浮力体４６が液体中に完全に浸漬されて
いる状態で生ぜしめられる液面３６においても、この液面３６のレベルよりも低いが、し
かし浮力体４６がまだ部分的に液体に浸漬されている場合に生ぜしめられる液面３６′に
おいても、機能性は確保されている。
【００４７】
図５には、浮力体４６を備えた絞り弁２８が拡大されて図示されている。付加的に図５に
は、スライドスリーブ５０の移動距離を制限するための、管路３２に設けられた上側のス
トッパ６８と、下側のストッパ７０とが認められる。図５に示した実施例では、浮力体４
６が下方に向かって少しだけ拡張していてもよい。これにより、たとえば少しだけ変えら
れた制御特性線が調節される。その他の点で図５に示した実施例は、図２～図４につき説
明した実施例に一致している。
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【００４８】
図６には、絞り弁のさらに別の実施例が示されている。この絞り弁は符号２８′で示され
ている。その他の構成部分に対しても、対応する符号が使用される。接続用の管路３２′
は鉛直な管として形成されており、この管の下端部は栓体８４によって閉鎖されており、
上端部はリング８６によって閉鎖されている。栓体８４の上方では、管路３２′の側壁に
複数の流入開口７６が設けられており、管路３２′の上端部の範囲には、複数の流出開口
４８′が設けられている。管路３２′の内部には、ピストン７４が摺動可能に案内されて
いる。流入開口７６はこのピストン７４を介して閉鎖可能である。ピストン７４はピスト
ンロッド７２に固く結合されている。このピストンロッド７２の上端部は管路３２′から
上方へ突出しており、ピストンロッド７２はリング８６に摺動可能に案内されている。ピ
ストンロッド７２の上端部は浮力体４６′に設けられたつば８０に固く結合されている。
この浮力体４６′のその他の構成は図２～図５の実施例につき説明した浮力体４６の構成
に完全に一致している。
【００４９】
ピストン７４は圧力補償開口７８によって鉛直方向で貫通されているので、ピストン７４
は下方に向かって栓体８４にまで移動することができる。この栓体８４は下側の終端位置
のためのストッパとして働く。ピストン７４の上側の終端位置はストッパ１０２によって
制限されている。このストッパ１０２は容器２２に固定されている（図示しない）。した
がって、ピストン７４は鉛直な管として形成された管路３２′の内部で、規定の量だけ上
下に摺動可能となる。この摺動量は、浮力体４６′のつば８０がストッパ１０２に当接す
ることにより上方で制限されていて、かつピストン７４が管路３２′の下端部に設けられ
た栓体８４に当接することにより下方で制限されている。つば８０とストッパ１０２との
間には、付加的にコイルばね８２が配置されている。このコイルばね８２により、浮力体
４６′は下方に向かって負荷される。
【００５０】
ピストン７４は流入開口７６と相まって絞り弁２８′として作用する。この絞り弁の通流
量は流入開口７６に対するピストンの位置に基づき規定される。圧力補償開口７８により
、ピストン７４が栓体８４に当接する下側の終端位置にまで運動することが可能となる。
【００５１】
コイルばね８２により、絞り弁２８′の制御特性線の、一層微妙な調整を行うことができ
る。なぜならば、戻し力が浮力体の固有重量もしくはピストンロッドおよびピストンの固
有重量によって生ぜしめられるだけでなく、ばね力によっても規定されるからである。こ
の場合、コイルばね８２のばね特性線の適宜な設定により、絞り弁２８′の微調整および
絞り弁２８′のプログレッシブな制御特性線をも達成することができる。
【００５２】
図５に破線で示したように、このようなばねは当然ながら図５に示した実施例においても
有利に使用することができる。
【００５３】
図７には、図５に示した実施例のさらに別の変化実施例が示されている。この変化実施例
では、管路３２の上端部が単純に閉鎖されているではなく、圧力制御弁９４によって閉鎖
されている。この圧力制御弁９４は、管路３２の内部と第２の室２０との間の規定の圧力
差が超えられると開く。このような安全機能はばね９６によって単に概略的にしか図示し
ていない。このばね９６はピン９８，１００を介して管路３２の壁に固定されていて、圧
力制御弁９４に閉鎖方向でプレロードをかけている。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による装置を備えた、抄紙機に用いられるシュー型プレスローラの概略的
な横断面図である。
【図２】本発明の別の実施例を示すシュー型プレスローラの横断面図である。
【図３】図２のＩＩＩ―ＩＩＩ線に沿ったシュー型プレスローラの断面図である。
【図４】図２のＩＶ―ＩＶ線に沿ったシュー型プレスローラの断面図である。
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【図５】図２に示した絞り弁の断面図である。
【図６】図５に示した実施例の変化実施例を示す断面図である。
【図７】図５に示した実施例の別の変化実施例を示す断面図である。
【符号の説明】
１０　装置、　１２，１２′　シュー型プレスローラ、　１４　プレスシュー、　１６　
プレス外套、　１７　矢印、　１８　第１の室、　２０　第２の室、２２　容器、　２４
　センサ、　２６　作動部材、　２８，２８′　絞り弁、３０　制御導線、　３２，３２
′　管路、　３４，３６，３６′　液面、　３８　下端部、　４０　上端部、　４２　支
持体、　４４　通気ノズル、　４６，４６′　浮力体、　４８，４８′　流出開口、　５
０　ロッド、　５１　オーバフロー薄板、　５２　スライドスリーブ、　５４　ジャーナ
ル孔、　５６　切欠き、　５８　中心ウェブ、　６０　押圧エレメント、　６２　ジャー
ナル、　６４　側板、　６６　回転軸受け、　６８　上側のストッパ、　７０　下側のス
トッパ、　７２　ピストンロッド、　７４　ピストン、　７６　流入開口、　７８圧力補
償開口、　８０　つば、　８２　コイルばね、　８４　栓体、　８６　リング、　８８　
ジャーナル、　９０　ジャーナル孔、　９４　圧力制御弁、　９６　ばね、　９８，１０
０　ピン、　１０２　ストッパ、　ｐ１ ，ｐ２ 　ガス圧
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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